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令和６年９月２７日宣告  

令和５年（わ）第１３５８号 

 判       決  

 

主       文 

被告人を懲役１年及び罰金２００万円に処する。 

未決勾留日数中１５０日をその懲役刑に算入する。 

その罰金を完納することができないときは、１万円を１日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。 

   理       由 

（罪となるべき事実） 

 被告人は、 

１ Ａ、Ｂ及びＣと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、平

成３０年１１月下旬頃から令和２年３月上旬頃までの間、１１回にわたり、長崎県

佐世保市ａ町ｂ番地ｃのＤ方ほか７か所において、前記Ｄほか１０名との間で、被

告人らが管理提供する自動売買システムを用いた外国為替証拠金取引（以下「ＦＸ

取引」という。）に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、平成３１年１

月下旬頃から令和３年８月頃までの間、大阪府内に設置され、インターネットに接

続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するＦＸ取引の自動売買システムを

介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、ＦＸ取引に係る権

利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Ｄほか１０名の

各個人名義によるＦＸ取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、 

２ Ａ、Ｂ、Ｃ及びＥと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、

平成３１年１月中旬頃から同月下旬頃までの間、３回にわたり、福岡市ｄ区内の飲

食店ほか２か所において、Ｆほか２名との間で、被告人らが管理提供する自動売買

システムを用いたＦＸ取引に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、同月



2 

 

下旬頃から令和元年１２月上旬頃までの間、大阪府内に設置され、インターネット

に接続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するＦＸ取引の自動売買システ

ムを介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、ＦＸ取引に係

る権利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Ｆほか２名

の各個人名義によるＦＸ取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、 

もって無登録で金融商品取引業を行った。 

（証拠の標目） 

省略 

（事実認定の補足説明） 

第１ 争点及び判断の骨子 

 共犯者とされるＡらが、顧客らに対して自動売買システムを用いたＦＸ取引に関

するサービスを提供し（以下、Ａらが顧客らに提供していたサービスを「本件サー

ビス」という。）、顧客らの資産を元手にしてＦＸ取引の投資がなされていたこと

に争いはない。本件の争点は、①Ａらによる本件サービスの提供が、金融商品取引

法上の「投資運用業（同法２８条４項１号、２条８項１２号ロ）」に該当すると認

められるか（争点①）、②被告人に故意及び共謀が認められるか（争点②）である。 

 当裁判所は、①Ａらは、自動売買システムを稼働するために必要な手続や設定等

を代行してＦＸの自動取引ができるようにシステムを構築し、投資判断に関わるシ

ステムの初期設定やオンオフ操作のタイミングに関する判断までも行うなどして、

システムを管理することにより、ＦＸ取引に関して素人同然である顧客らから、投

資判断を一任されるとともに、投資を行うために必要な権限を委任されたことによ

り投資一任契約に基づいて顧客らの金銭を運用していたと認められるから、Ａらに

よる一連の行為は投資運用業に該当する、②Ａらが顧客らに本件サービスを提供す

るようになった発端は、被告人がＢ及びＣにその旨指示したことにあり、被告人は

後述するＩＢ報酬の分配も受けるなどして本件サービスの内容を詳しく知り得る

立場にあった上、システムのオンオフ操作等をＣが顧客のために行っていた可能性
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を認識していたことなどから、被告人には故意及び共謀が認められると判断した。

以下、その理由を詳述する。 

第２ 投資運用業に該当するか（争点①） 

 １ 前提事実 

 関係証拠によれば、次の事実が認められ、弁護人も積極的には争っていない。 

⑴ 本件サービスの概要 

本件サービスは、Ａらが顧客らに対して、「Ｖ」という名称の自動売買システム

（以下「本件システム」という。）を販売し、Ａらが必要な手続や設定等を代行し、

本件システムが稼働することによってＦＸ取引が自動的に実行されるという内容

である。本件システムは、自動売買システムの販売提供を業とするＧ社が開発した

ソフトウェアであり、個別のＦＸ取引の新規注文や決済注文等の内容や時期につい

て、プログラムが自動的に判断して実行する機能を有する（なお、この種のソフト

ウェアのことを「ＥＡ（Expert Advisor）ファイル」という。）。 

⑵ 顧客に対する説明の内容 

Ａらは、知人の紹介や説明会の開催等を通じて幅広く本件サービスの利用を募っ

ていたが、本件公訴事実に係る顧客らは、ＦＸ取引の経験が皆無であるか、多少の

経験はあっても知識が浅いなど、いずれもＦＸ取引に関しては素人同然であった。

Ａらは、顧客らに対し、本件システムがＦＸ取引の判断を機械的にするため、顧客

らの側で投資判断をする必要はないという旨や、本件システムを稼働するために必

要な手続や設定等はＡらの側で代行するという旨の説明をしていた。説明を受けた

顧客らは、本件システムの購入代金を支払った上で、身分証明書等の必要な書類を

Ａらに預け、ＦＸ取引の開始に必要な手続や設定等の代行を依頼した。 

⑶ 本件システムが稼働するまでの流れ 

顧客らが本件システムを購入してから、実際に本件システムを用いてＦＸ取引が

開始されるまでの流れは、概ね以下のとおりであった。 

ア 本件システムを実際に用いるためには、「ＭＴ４」というＦＸ取引向けのプ
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ラットフォームに、ＥＡファイルを保存して稼働させる必要がある。そこで、Ａ又

はＣが、顧客らから預かった書類や情報を利用して、ＦＸ取引の注文先とする海外

証券会社を選んで顧客名義で証券口座を開設し、ＭＴ４をダウンロードするため、

顧客名義の仮想サーバー（以下「ＶＰＳ」という。）の利用契約を締結した。 

イ その上で、Ｂが、本件システムのＥＡファイルをＭＴ４に導入するための手

続を行った。すなわち、Ｂは、Ａらから提供を受けた証券口座のＩＤ等の顧客情報

をＧ社に伝え、Ｇ社から同証券口座に紐づけられたＥＡファイル及びその稼働に必

要な認証コードを入手した上で、証券口座を開設した証券会社からＭＴ４の提供を

受けてＶＰＳ上にダウンロードし、同ＥＡファイルをＭＴ４の所定フォルダに保存

した。なお、顧客らはＥＡファイルの存在や認証コードを知らされておらず、本件

システムの全容を認識していなかった。 

 ウ さらに、Ｂは、顧客らのために本件システムの初期設定を行った。この初期

設定には、通貨ペア（ＦＸ取引で売買される２か国の通貨の組み合わせのことで、

「米ドル／日本円」、「ユーロ／米ドル」などがある。）や時間軸（通貨の値動き

を示すチャートの時間単位を指し、「１分足」、「５分足」、「１５分足」などが

ある。）等の設定が含まれており、その内容によってＦＸ取引のリスクや収益結果

等が変化することになる。初期設定の内容については、Ａらが顧客への説明の際に

簡単に意向を確認していたものの、大半の顧客はＡらの推奨する設定内容をそのま

ま承諾していた。 

 エ Ａ又はＣが、本件システムを遠隔操作するためのアプリケーション「ＲＤ 

Ｃｌｉｅｎｔ」（以下「本件アプリ」という。）を顧客らのスマートフォン等の端

末にインストールした。 

 オ 顧客らが、証券口座へ証拠金を入金し、ＶＰＳの利用料金を支払った。 

 カ ＭＴ４の取引画面にある「自動売買」ボタンを押して「ＯＮ」にすることに

よって、本件システムが稼働し、自動的に証券会社に対してＦＸ取引が開始された。

なお、逆に「自動売買」ボタンを「ＯＦＦ」にすると、本件システムは稼働を停止



5 

 

することになる（以下、この「自動売買」ボタンの操作のことを「オンオフ操作」

という。本件犯行におけるオンオフ操作の実態については、後記２で詳しく検討す

る。）。 

 ⑷ 本件システム稼働後のサポート 

 上記⑶イのとおり、顧客らは本件システムのＥＡファイルや認証コードについて

Ａらから伝えられていなかったため、システムの稼働後に顧客らが初期設定等を変

更するなどして不具合が生じた場合には、Ｂらの側で必要な再設定を行っていた。

また、契約先の証券会社を変更する必要が生じた際にも、新しい証券口座へ移行す

るための手続はＢらが担うなどして、Ａらは、本件システムによる自動売買が想定

どおりに行われるためのサポート業務を継続的に行っていた。 

 ⑸ Ａらが得ていたＩＢ報酬 

 本件サービスにおいては、顧客らがＦＸ取引によって利益を得たとしても、Ａら

が直接それによって顧客から報酬や利益を受け取ることはなかったが、本件システ

ムを用いたＦＸ取引が実行された場合、Ａらには、その取引量に応じて証券会社か

らアフィリエイト報酬が支払われる仕組みとなっていた。具体的には、Ａらが証券

会社へ顧客らを紹介したことに対する報酬として、「ＩＢ報酬」（紹介者（＝

Introducing Broker）に支払われる報酬）と呼ばれる報酬が支払われる仕組みと

なっており、顧客らの取引量の増加に比例して、ＡらのＩＢ報酬も増加する関係に

あった。 

 ２ 本件システムのオンオフ操作について 

 ⑴ 問題の所在 

 弁護人は、本件システムのオンオフ操作について、Ａが一部の近しい顧客のため

に本件システムをオフにする操作をしていたことを除けば、Ａらが全体としてオン

オフ操作を実施していたかは明らかではないと主張する。 

 検討の前提として、顧客らは、自らのスマートフォン等にダウンロードされた本

件アプリを利用すれば、アプリを通じて自らオンオフ操作をすることが可能であっ
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た。他方で、Ａらも、オンオフ操作をするために必要な顧客らの証券口座のＩＤや

ＥＡファイルの認証コード等のデータを管理していたため、独自にオンオフ操作を

することが可能な状態であった。 

これらを踏まえ、本件サービスにおけるオンオフ操作の実態について検討する。 

 ⑵ 顧客らの供述内容 

オンオフ操作に関する顧客らの供述内容は、大きく２つに分かれる。 

その一方は、顧客らの側でオンオフ操作が可能であるという説明をＡらから聞い

ていなかった、操作のために必要な本件アプリのダウンロードがされていなかっ

た、あるいは、完全にオンオフ操作をＡらに任せていたため、顧客らの側で直接オ

ンオフ操作をすることは一切なかった、というものである（Ｈ、Ｉ、Ｆ、Ｊ及びＫ）。 

他の一方は、本件アプリがスマートフォン等にダウンロードされており、顧客ら

の方でオンオフ操作をすることが可能であって、多かれ少なかれ実際に自らオンオ

フ操作をしていた、というものである（Ｄ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ及びＳ）。

もっとも、これらの顧客の中には、Ａらにオンオフ操作を完全に任せていた時期が

あった者も複数存在し、また、直接オンオフ操作をしていたのが顧客らであったと

しても、顧客らの側でオンオフ操作のタイミングを独自に判断することはほとんど

なく、その判断は基本的にＡらからの指示に従っていた。具体的には、Ａらからグ

ループラインのメッセージ等を通じて、週末や経済指標の発表等に備えてシステム

をオン又はオフにするようアドバイスが送られてくるため、顧客らは基本的にその

アドバイスに従っていた。 

⑶ 顧客らの供述の信用性 

顧客らがあえてうそをつく理由や、何らかの記憶違いや勘違いをしている可能性

は考えにくく、その供述は、元々顧客らがＦＸ取引に関して素人同然であり、勧誘

の際にＡらが顧客らの側で投資判断をする必要はないなどと説明していたことや、

共犯者らが本件システムのオンオフ操作に必要なデータを全て管理し、操作に必要

な権限を有していたこと等の事実関係と整合する、自然かつ合理的な内容である。
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その上、Ｃ及びＥは、グループラインを通じてオンオフ操作のタイミングを顧客ら

に教えるようにしていたという旨の供述をしており、顧客らの上記供述を裏付けて

いる。 

さらに、被告人は、令和元年８月３日、内妻のＴへ向けたラインの中で、「魚屋

（Ｃのこと）が金全部溶かしてしまうかも」「経済発表があるからスイッチ切れっ

て言ったら間違えて全部オンにしてる」「俺のだけやなくて他の会員のも切ってる」

などとメッセージを送っている。これらのメッセージは、Ｃが顧客らのためにオン

オフ操作をしていたことを前提とする内容であり、やはり顧客らの上記供述を裏付

けるものといえる。 

⑷ Ｂ及びＡの公判供述 

他方、Ｂは、当公判廷において、オンオフ操作を推奨する内容の情報がＧ社から

顧客らに伝達されていたことは認めつつも、自分が顧客のためにオンオフ操作をし

たことはなかったし、Ａ、Ｃ又はＥがオンオフ操作をしているとも思っていなかっ

たと供述する。また、Ａも、近しい一部の顧客の頼みを受けて、個別でシステムを

オフにする操作をしたことは数回あるが、オンにする操作はしていないし、顧客ら

に対しては、オンオフ操作は顧客らの側でするように説明していたと供述する。 

しかしながら、ＦＸ取引に関して素人同然の顧客らが、本件システムの稼働に必

要な手続や設定等のほぼ全てをＡらに任せていたにも関わらず、経済動向等を踏ま

えオンオフ操作のみを主体的に判断していたというのは不自然である。 

⑸ 小括 

以上のとおり、オンオフ操作の実態に関しては、顧客らの供述が信用できるのに

対し、Ｂ及びＡの供述は信用できない。そうすると、本件サービスにおいては、顧

客らはオンオフ操作をＡらに完全に任せていたか、操作自体は顧客らがするにせ

よ、そのタイミングの判断については、専らＡらのアドバイスに従っていたことが

認められる。 

 ３ 投資運用業の該当性 
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⑴ 投資運用業の要件 

投資運用業に該当するといえるためには、当事者の一方が、相手方から、金融商

品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投

資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを

内容とする契約（以下「投資一任契約」という。）を締結し、当該契約に基づき、

金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ

取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を業として行ったと

いえる必要がある（金融商品取引法２条８項１２号ロ）。 

 ⑵ 検討 

ＦＸ取引における「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」とは、「行うべ

きデリバティブ取引の内容及び時期についての判断（同法２条８項１１号ロ）」を

いい、具体的には、ＦＸ取引の新規注文及び決済注文の内容及び時期について判断

することを指す。 

本件のＦＸ取引では、個別のＦＸ取引の新規注文及び決済注文の内容及び時期

は、本件システムによって自動的に決定されることになっているところ、検察官は、

共犯者らが本件システムを稼働させるために必要な手続のすべてを行っていたこ

と、共犯者らがＦＸ取引の主たる要素である通貨ペア、初期ロット数、時間軸等の

初期設定を、必ずしも顧客の具体的な意向を確認しないまま行っていたこと等から

すれば、本件システムは共犯者らによって管理されており、顧客らは、共犯者らが

管理する本件システムに投資判断を任せる前提で本件システムを使用したと評価

すべきであるから、共犯者らが、顧客が本来行うべき最終的な投資判断の全部又は

一部を委任されていた、と主張する。これに対し、弁護人は、本件システムに人の

投資判断は介在せず、その販売自体が金融商品取引法に反する行為とは考えられな

い上、検察官主張の本件システムを稼働させるための必要な手続や初期設定等の行

為も、上記販売に付随するものであって、およそ投資判断に基づく運用と評価され

るものではないと主張する。 
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そこで、以下検討する。 

ア 本件システムは、顧客らがＥＡファイル等を購入するだけで直ちに稼働でき

るようになるわけではなく、前記認定のとおり、①顧客名義の海外証券会社の証券

口座を開設し、②顧客名義のＶＰＳの利用契約を締結した上で、③同ＶＰＳ上に上

記海外証券会社からダウンロードしたＭＴ４を保存してこれをプラットフォーム

にし、④Ｇ社から上記①の証券口座に紐づけられたＥＡファイル及び認証コードの

発行を受け、⑤上記③のプラットフォーム上に上記④のＥＡファイルを組み合わ

せ、認証コードを入力する等の手続を経ることが必要になる。これらの各手続につ

いては、ＡやＢらが、顧客の代わりに、顧客らから送信された身分証明書等のデー

タを用いるなどして、すべて行っており、顧客らは、これら本件システムの全容、

ＥＡファイルの存在、認証コードその他必要な手続等を認識していなかった。 

 イ Ａらは、顧客らを勧誘するにあたり、顧客らの側で投資判断をする必要はな

く、本件システムを稼働させるために必要な手続や設定等もＡらの側で代行すると

いう旨の説明をしており、顧客らは、それを前提に手続や設定等に必要な書類等を

Ａらに預けた上で、そのほぼ全てをＡらに一任しており、顧客らの証券口座のＩＤ

やＥＡファイルの認証コードなど、本件システムの初期設定やオンオフ操作等に必

要なデータも全てＡらの管理下に置かれていた。その上で、Ａらは、システムに不

具合が生じた際の再設定や、新しい証券口座への移行等の必要な手続を担い、本件

システムによる自動売買が想定どおりに行われるためのサポート業務を継続的に

行っていた。 

ウ さらに、本件システムが具体的にいかなる投資判断をするかは、通貨ペアや

初期ロット数、時間軸等の初期設定の内容はもちろんのこと、その設定に基づくシ

ステムの稼働の時期、すなわちオンオフ操作のタイミングによっても左右されるも

のであるところ、本件サービスにおいて、顧客らのために本件システムの初期設定

を行っていたのはＢである。この設定内容については、Ａらが顧客への説明の際に

簡単に意向を確認していたものの、それはあくまで形式的なものにすぎず、ＦＸ取
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引に関して素人同然である顧客らは、基本的にＡらの推奨する設定内容をそのまま

承諾していたのであり、設定内容の実質的な判断は、ＢやＡらが行っていたものと

認められる。 

 また、オンオフ操作を実際に行ったり、そのタイミングを判断したりしたことに

ついても、前記２⑸で詳細に検討したとおり、その実質的な主体は、Ａらであった

と認められる。 

 エ 以上のとおり、Ａらは、本件システムを稼働させるに当たり、前提となる海

外証券口座の口座開設等の手続をすべて行った上、本件システムのＥＡファイルの

存在及び認証コードを顧客らに伝えることなく、ＭＴ４とＥＡファイルを組み合わ

せてＶＰＳ上に本件システムを構築し、顧客らの利用に供していた上、本件システ

ムによる自動売買開始後も、顧客らの認証コード等を管理し、本件システムのサポ

ート業務を継続的に行うなどして、管理していた。さらに、本件システムの投資判

断に直接関わる通貨ペア等の初期設定やオンオフ操作についても、その実質的な判

断主体はＢやＡらであったと認められる。以上からすると、本件は、検察官の主張

するように、本件システム全体がＡらの管理下にあったと評価するのが相当であ

る。 

なお、弁護人は、Ａらは顧客らに対し、本件システムを販売し、これに付随して

同システムを稼働するための準備行為等をしたにすぎないと主張する。しかし、Ａ

らが行った前記ア①ないし⑤の各手続は、システムの販売に付随する手続とみるに

はあまりに複雑で、本件システムの稼働のために本質的なものである。何より、弁

護人の前提では、Ａらがオンオフ操作を実質的に行っていたことを説明することが

困難である。弁護人の主張は採用することができない。 

オ 以上によれば、顧客らは、Ａらが管理提供する本件システムに投資判断の全

部又は一部を一任するとともに、Ａらに顧客らのために投資を行うために必要な権

限を委任していたというべきであって、両者の間で投資一任契約が締結されていた

と認めることができる。 
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 その上で、このような投資一任契約に基づき、Ａらが基本的には投資判断を担っ

た上で、Ａらが構築・管理していた本件システムによって顧客らの用意した証拠金

を元手にしてＦＸ取引が実行され、その金銭の運用が行われているのであるから、

顧客らの金銭を運用していた主体はＡらであったと認められ、Ａらがそれを業とし

て行っていたことも明らかである。 

⑶ 小括 

以上によれば、Ａらによる本件サービスの提供は、金融商品取引法上の投資運用

業に該当すると認められる。 

第３ 被告人に故意及び共謀が認められるか（争点②） 

 １ 前提事実 

 関係証拠によれば、次の事実が認められ、弁護人も積極的には争っていない。 

 ⑴ 被告人とＡらとの関係 

被告人は、本件当時、暴力団組織のＵにおける幹部組員であった。Ｃは、かつて

被告人の配下の暴力団組員であった者であり、Ａ及びＢは、いずれも被告人の親交

者であった。 

 ⑵ 本件サービスの提供開始と運営状況 

被告人は、平成３０年７月上旬頃、知人が自動売買システムを用いたＦＸ取引で

儲かっているという話を聞いて興味を持ち、知人からＧ社の紹介を受けた。その後、

被告人は、Ｇ社の自動売買システムを用いたＦＸ取引をＣに試行させたり、Ｇ社へ

派遣したＢからＩＢ報酬に関する説明を受けたりしたことを踏まえ、自動売買シス

テムを顧客に提供してＩＢ報酬等を獲得する活動を、Ｂ及びＣに行わせることとし

た。この活動には、遅くとも同年１１月上旬頃までにＡも参加するようになり、被

告人もそのことを認識していた。 

Ａらは、平成３１年以降は福岡市ｅ区の事務所（以下「本件事務所」という。）

で本件サービスに関する業務を行っていたが、被告人は、本件事務所を週２回から

月１回程度の頻度で訪れていた。 
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 ⑶ 初期設定やオンオフ操作に関する事実 

被告人は、平成３０年９月から、内妻の名義を使用して、Ｃに必要な手続を代行

させて証券会社の口座を開設するなどした上で、自らの資金を元手に、Ｇ社の提供

する自動売買システムを用いたＦＸ取引を実際に行い始めた。その際、被告人は、

Ｃに対し、初期設定の変更やオンオフ操作を含めシステムの管理を任せており、被

告人自身はオンオフ操作等の方法を知らなかった。 

また、前記第２の２⑶のとおり、被告人は、令和元年８月３日、内妻へ向けたラ

インメッセージの中で、Ｃが顧客らのためにオンオフ操作をしていたことを前提と

する内容のメッセージを送信していた。 

 ２ 被告人へのＩＢ報酬の分配の有無 

 ⑴ 問題の所在 

 前記第２の１⑸のとおり、本件サービスによってＦＸ取引が行われると、取引量

に応じてＡらにＩＢ報酬が支払われることになっていた。この点、Ａは、捜査段階

においては、ＩＢ報酬を被告人に分配していたと供述していたが、当公判廷におい

ては、被告人へＩＢ報酬を分配したかは記憶にないと供述し、被告人も、ＡからＩ

Ｂ報酬を受け取ってはいないと供述している。 

 ⑵ Ａの捜査段階供述の信用性 

Ａの捜査段階供述は、「ＩＢ報酬の出金を終えるとすぐに被告人に連絡を取り、

出金額を報告した。被告人は、本件事務所に立ち寄る予定がないときは、私にＩＢ

報酬の分配額を指示し、私は、その指示どおりに報酬を分配し、被告人にも渡して

いた。被告人が本件事務所に立ち寄る予定があるときは、出金した現金をそのまま

被告人に渡し、被告人がこれを３つに取り分けた上で、自分の取り分については、

これを手にして事務所を出るか、私に金庫に保管しておくよう指示した」という具

体的なものである。前記１⑵のとおり、本件サービスの提供は、被告人が企画した

ことが発端となって始まった業務であり、被告人は、業務開始後も本件事務所を繰

り返し訪れるなど、継続的な関与が続いていたことからすると、被告人がＩＢ報酬
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の分配を受けていたというのは自然で納得できる内容である。 

これに対し、当公判廷におけるＡのＩＢ報酬の分配に関する供述は、ほとんどの

質問に対して覚えていないと答えるなど、曖昧かつ不自然な内容であり、捜査段階

供述から何故供述が変わったのか合理的な説明ができていない。このようなＡの供

述態度からすると、親交のある被告人の面前では、被告人のことを慮って被告人に

不利な内容を供述することができなかったことがうかがわれる。 

以上によれば、Ａの捜査段階供述は信用できるが、当公判廷における供述は信用

できず、被告人は、ＩＢ報酬の分配を受けていたものと認められる。 

 ３ 故意及び共謀の有無 

 ⑴ 被告人の立場 

被告人は、本件サービスの提供開始の発端となっただけでなく、その後も本件事

務所を繰り返し訪れるとともに、ＩＢ報酬の分配も受けていた。また、自らも内妻

名義で、Ｃに必要な手続を代行させて証券口座を開設するなどした上で、本件シス

テムを用いたＦＸ取引を実際に行っていたというのであり、Ａらによる本件サービ

スの内容について詳しく知り得る立場にあったことが認められる。 

⑵ オンオフ操作等に関する認識 

また、実際に本件システムを用いたＦＸ取引を行っていた被告人自身も、オンオ

フ操作等の方法を知らず、Ｃに初期設定の変更やオンオフ操作を含めシステムの管

理を任せていた上、Ｃが顧客らのためにオンオフ操作をしていたことを前提とする

内容の本件メッセージも送信していた。そうすると、被告人は、初期設定の変更や

オンオフ操作という、ＦＸ取引における投資判断に当たる行為を、Ｃが顧客のため

に行っていた可能性を十分に認識していたといえる。 

これに対し、被告人は、このようなオンオフ操作は近しい顧客に対してのみやっ

ていると思っていたと供述しているが、被告人が操作の方法さえ知らなかったオン

オフ操作を、素人同然である多くの顧客が自らの判断で実行していると信じていた

というのは不自然である。 
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⑶ 小括 

以上によれば、被告人は、本件サービスの内容を詳しく知り得る立場にあった上、

ＦＸ取引における投資判断に当たる行為を、Ｃが顧客のために行っていた可能性を

認識していたことが認められ、被告人には、本件の構成要件該当性を基礎付ける主

要な事実を少なくとも未必的に認識・認容していたことは明らかであり、故意があ

ったと認められる。 

その上で、被告人が本件サービスの提供開始の発端となり、その後も継続的な関

わりを持ち、ＩＢ報酬の分配も受けていたことからすれば、被告人は、Ａらと意思

を相通じ合った上、自己の犯罪として本件犯行に及んだものと認められ、共謀共同

正犯が成立する。 

（確定裁判） 

省略 

（法令の適用） 

省略 

（量刑の理由） 

 被告人らは、約２年７か月間にわたり、ＦＸ取引の自動売買システムを顧客に販

売した上、同システムの稼働に必要な手続や投資判断に関わるものも含む設定等を

代行するなどして同システムを構築・管理し、顧客との間で締結した投資一任契約

に基づき顧客の金銭を運用して、無登録で投資運用業を営んだものである。同シス

テムは、レバレッジ率の高い海外の証券会社を利用した投機性の高いものであり、

１４名に及ぶ顧客の大半は証拠金を失い、中には１０００万円以上の損失を被った

者もいる。このような結果となったのは、コロナ禍等による市場の変動によるとこ

ろが大きく、顧客の自己責任という面があることは否定できないものの、そもそも

素人同然である顧客らが投資を決意したのは被告人らによる勧誘が発端であり、被

告人らの言動を信用した結果でもあるから、投資家の保護を図るという金融商品取

引法の趣旨に照らしても、被告人らには相応の責任があるといえる。被告人らは、
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顧客らが負う多大なリスクと引き換えに、顧客の紹介や取引量に応じて証券会社か

ら支払われる報酬という形で多額の利益を得ていたのであり、その利欲的な動機は

強い非難に値する。他方で、被告人らは当局による行政指導等を受けておらず、突

然刑事訴追されたものである上、被告人においても、投資運用業に該当するという

確定的な認識を有していたとまでは認められないが、これらの事情を考慮しても、

本件の犯情は相応に悪く、中でも被告人は、本件犯行を企画し、共犯者らを本件投

資運用業に従事させていたものであり、被告人自身が共犯者らよりも大きな利益を

得ていたとは認められないとしても、その責任は共犯者らの中で最も重いというべ

きである。 

 以上によれば、被告人の刑事責任は軽くないのであって、懲役刑が相当である。

そして、前記確定裁判は実刑判決であるから、その確定前余罪である本件で実刑を

免れることはできないが、そのような併合罪の関係にあることや、被告人に同種の

経済事犯に係る前科はないことは、刑期を定めるに当たっては十分に斟酌されるべ

きである。そこで、被告人に対しては、主文の刑期の懲役刑を科すとともに、この

種の犯罪が経済的に割に合わないことを知らしめるため、主文の金額の罰金刑を併

科するのが相当である。 

（求刑：懲役１年６月及び罰金２００万円） 
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